
平成１６年９月定例会会議録 
 
１ 日時 
平成１６年９月２１日（火） 開会 午後２時００分  
閉会 午後２時３０分  
 
２ 場所 
  教育委員室  
 
３ 出席委員 
 委員長 村瀬 光一  
 委員長職務代理者 數野 美つ子  
 委員 砂田 清子  
 委員 髙木 恒雄  
 教育長 落合 護  
 
４ 出席職員 
 教育次長 髙崎 哲郎  
 管理部長 松本  泰彦  
 学校教育部長 坂口 和治  
 生涯学習部長 安達  美代子  
 生涯学習部次長 阿部 忠弘  
 管理部参事兼総務課長 瀬上 清司  
 生涯学習部参事兼文化課長 市原 悟  
 生涯学習部参事兼生涯スポーツ課長 野内 修  
 財務課長 近藤 恒  
 施設課長 木村 和弘  
 学務課長 小湊  裕一  
 指導課長 杉川  正  
 保健体育課長 山岸 信和  
 社会教育課長 河野辺 則夫  
 青少年課長 福地 幹夫  
 青少年センター所長 興津   功  
 
５ 議案等 
 議案第３３号  平成１６年度教育功労者表彰について  



 議案第３４号  船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱について  
 報告事項 １ 関東・全国中学校体育大会の結果について  
  ２ ふなばし市民大学校公開講座の開催について  
  ３ 第２７回船橋市いけばな展の開催について  
  ４ 第５７回千葉県民体育大会船橋市選手団結団式について  
 
６ 議事の内容 
 開 会 宣 告  午後２時 
【委  員  長】 
ただいまから教育委員会会議９月定例会を開会いたします。 
 それでは、７月２６日に開催いたしました教育委員会会議臨時会及び８月定例会の会議

録をコピーしてお手元にお配りしてございますが、よろしければ承認したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 
 
【全  委  員】 
 異議なし。 
 
【委  員  長】 
 異議なしと認めますので、前回の会議録について承認いたします。 
 それでは、議事に入りますが、議案第３３号「平成１６年度教育功労者表彰について」、

議案第３４号「船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱について」及び「委員長選挙

及び委員長職務代理者の指定」は人事及び表彰に関する案件でございますので、審議は非

公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
【全  委  員】 
 異議なし。 
 
【委  員  長】 
 議案第３３号、議案第３４号及び「委員長選挙及び委員長職務代理者の指定」は非公開

といたします。 
 それでは、議事に入ります。 
 初めに、議案第３３号「平成１６年度教育功労者表彰について」総務課、説明をお願い

します。 
 
 
   議案第３３号「平成１６年度教育功労者表彰について」総務課長より説明後審議に入り、



全員異議なく原案どおり可決された。 
 
【委  員  長】 
 続きまして、議案第３４号「船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱について」青

少年センター、ご説明をお願いします。 
 
 
 議案第３４号「船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱について」青少年センター

より説明後審議に入り、全員異議なく原案どおり可決された。 
 
【委  員  長】 
 続きまして、報告事項につきまして総務課、ご説明をお願いします。 
 
【総 務 課 長】 
 各課からの報告事項につきましては、お手元に資料を用意してございます。報告は省略

をさせていただきまして、何かご質問等ございましたら、お受けしたいと思います。 
 なお、（４）の「第５７回千葉県民体育大会船橋市選手団結団式」の資料の中に、平成１

５年度船橋市体育協会体育功労者の受賞者が掲載されております。 
  
【委  員  長】 
 それでは、報告事項（１）から（４）につきまして、何かご意見、ご質問ございますで

しょうか。 
  
【各  委  員】 
 なし。 
 
【委  員  長】 
 それでは、他に何かございますでしょうか。 
 
【管 理 部 長】 
 ただいま、９月議会の途中なのですが、９月議会の今日までの概要を報告したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 
 
【委  員  長】 
 はい。ではよろしくお願いします。 
 



【管 理 部 長】 
今議会は、９月６日から９月２９日までの２４日間で行われております。 
 ９月６日の初日でございますが、市長より議案８件、報告が１件提出され、議案に対す

る提案理由の説明がございました。 
 なお、教育委員会関連では、議案はございませんでした。 
 ７日、８日の勉強会の後、１０日に議案質疑、１３日から１７日まで一般質問が行われ

ました。 
 一般質問における教育委員会関連の質問でございますけれども、まず管理部関係では、

「行き届いた教育の実現に向けて」のうち学校施設と校舎改修計画について、普通教室に

空調機設置の計画について、可動黒板の設置状況について、そのほか、「学校飼育動物につ

いて」、学校施設整備について、学校現場の状況把握について、以上でございます。 
 学校教育部関係では､学校における共同生活のあり方について、就学支援について、「学

校における情報教育について」、サバイバル日本語について、「行き届いた教育の実現に向

けて」のうち少人数学級の拡大について、介助員の増員について、「特別支援教育について」、

「子供を取り巻く環境について」、「福祉社会の構築を目指して」のうちボランティア活動

の体験学習の実績について、「学校施設整備」のうち防災対策、「心を育む教育について」、

がございました。 
 生涯学習部関係では、「市民と芸術・文化交流の現実、未来構造について」、「育児支援家

庭訪問事業について」、「公民館活動と国際化について」、「福祉社会の構築を目指して」の

うちボランティア養成講座の評価について、「子育て支援計画について」、「学校教育の諸問

題」のうち危機管理と安全・安心な環境について、「図書館のサービスについて」、東京都

の青少年条例を受けてについて、以上でございます。 
 今後の議会スケジュールでございますが、あす、文教委員会に付託されました陳情２件

－教育予算確保の意見書提出に関する陳情及び義務教育費国庫負担制度堅持の意見書提出

に関する陳情－が審議される予定でございます。 
 なお、この２件の陳情につきましては、毎年同時期に同趣旨の内容にて千葉県教職員組

合船橋支部長より提出され、毎年、採択送付されております。 
 ２４日に予算特別委員会－教育委員会関係はございませんが－が開かれ、２９日、議案

等の採決を行って閉会となる予定でございます。以上で報告を終わります。 
 
【委  員  長】 
 これについて何かご質問ございますでしょうか。 
  
【委     員】 
   空調機はもう、今年５校には全部ついたのですか。 
 



【管 理 部 長】 
 はい、おかげさまで、全校完了しております。 
 
【委     員】   
 来年もまた増えるのでしょうか。予算はまだでしょうか。 
 
【施 設 課 長】 
 これから予算の時期になりますので、次年度も予算確保に努めたいと思っております。 
 
【委     員】 
 今年は暑かったですからね。 
 
【委     員】 
 再確認ですけれども、この５校はどこの学校なのですか。 
 
【施 設 課 長】 
 ・飾中・習志野台中・二宮中・船橋中・大穴中の５校でございます。そのほか、小学校

の保健室１１校が完了しておりますし、また、八木が谷中学校のランチルームにも、すで

に導入が完了しております。  
 
【委     員】 
 最初の予定より早く入ったんですね。 
 
【施 設 課 長】 
 はい、そうです。 
 
【委     員】 
   クーラーを設置して実際に使用する際にはどのような判断で使うのでしょうか。例えば、

気温が何度になったらクーラーを使用するとか。それはもう現場にもちろんお任せしてと

いうことでしょうね。 
 
【管 理 部 長】 
 この庁舎を例にとりますと、２８度を超えるとクーラーを使うということになっており

ますけれども、実際体験してみますと、２８度ちょっと手前でもかなり暑いんですね。今

年からクーラーを入れたものですから、学校それぞれの体感温度に基本的には任せようと

考えております。かなり普及してきたときに、ある一定の線を、必要であれば出していく



ということになろうかと思います。 
 
【委     員】   
   小学校の保健室で、まだクーラー未設置校があるのですか。 
 
【施 設 課 長】 
 はい。まだ未設置の学校が２２校あります。 
 
【委     員】 
 半分近くありますね。 
 
【委     員】 
 先程の５校はどういう基準で選んだのでしょうか。まだ入ってないところもたくさんあ

るわけでしょう。 
 
【管 理 部 長】 
 これは、平成１３年度に関係課が集まりまして、一定の基本的な考え方を整理しました。

その中でまず導入に必要なのは、１つは大規模校、１つは騒音等、幹線道路で非常に騒音

が激しい、１つは、窓を開けておくことによってほこりが入ってくる畑等を抱えている学

校など、基本的なものを考慮して優先順位をつけておりました。 
 しかしながら、ここで教育長から指示がありまして、その辺もう少し検討の余地がある

だろうという宿題をいただいておりますので、次年度については、さらに関係各課でその

辺を吟味して優先順位を決めていこうと、考えております。 
 
【委  員  長】 
 他に何かございませんか。 
 
【各  委  員】 
 なし。 
 
【委  員  長】 
 続きまして、「委員長選挙及び委員長職務代理者の指定」を行いますので、関係職員以外

は退席をお願いします。 
 
 
   委員長選挙及び委員長職務代理者の指定が行われ、委員長に數野美つ子委員が、委員長



職務代理者に砂田清子委員がそれぞれ決定した。 
 
【委  員  長】 
 ただいま、教育委員会の委員長の選挙、それから職務代理者の指定を行いました。新し

い委員長に數野委員、職務代理者といたしまして砂田委員を指定いたしましたので、ご報

告申し上げます。 
 それでは、新委員長と職務代理者にそれぞれごあいさつをお願いいたします。 
 
【數 野 委 員】 
 ただいまお話がありましたように、私が次の教育委員長を仰せつかりました。ちょうど

２年間、委員としてやってきたわけですが、ぜひとも砂田委員はじめ皆様方のご協力、ご

支援をいただきまして務めてまいりたいと思います。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【砂 田 委 員】 
 職務代理者の砂田清子でございます。數野新委員長は大先輩でありますけれども、教育

委員といたしましては私の方が少し先輩でございます。職務代理者も２度目のことになり

ますので、力を合わせて、私は職務代理者として責務を果たしてまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
【委  員  長】 
 どうぞよろしくお願いします。 
 本日予定しておりました議案等の審議は終了いたしました。 
 ほかに何かございますでしょうか。 
 
【教 育 次 長】 
 村瀬委員長におかれましては、長い間いろいろありがとうございました。また、新しい

委員長さんが今日決まりましたけれども、ぜひこれからも、教育委員会を支えていただき

たいと思います。 
 どうもありがとうございました。 
 
【委  員  長】 
 ほかにございませんか。 
 ないようでしたら、これで教育委員会会議９月定例会を閉会いたします。 
 ありがとうございました。 
 



 閉 会 宣 告  午後２時３０分 
 


